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１．第３次蕨市環境基本計画の策定 

平成２５年３月に策定した蕨市環境基本計画（以下、「現計画」とします。）が計画の期限を迎えますが、今後

も多様化する環境課題の解消に向けて市民、事業者、市が協働して取り組み、環境の保全と創造に関する施

策について総合的かつ計画的に推進し、地域の環境を将来の世代に継承するため、第３次蕨市環境基本計

画（以下、「本計画」とします。）を策定します。 

また、近年世界的な環境課題としている地球温暖化に対し、温暖化を軽減するための対策「緩和策」と、温

暖化の影響に対応するための対策「適応策」が求められており、本計画と密接に関連してくることから、「緩和

策」として「蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」を、「適応策」として「蕨市気候変動適応計画」を本

計画に内包し策定します。 

 

２．環境基本計画とは 

蕨市環境基本条例（平成１３年３月３０日、条例第３号）に基づき策定する計画で、地球環境保全のための

新たな取組を積極的に進めていくと共に、環境への負荷の少ない持続的に発展が可能な循環型社会に変え

ていくことを推進するための指針となる計画です。 

 

３．地球温暖化対策実行計画（区域施策編）とは 

地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）に基づき策定する計画で、地球温暖化に

起因するガス（温室効果ガス）の排出をできるだけ抑える取組を各主体（市民、事業者、市）、或いはそれらの

協働によって実行することを促すための計画です。 

 

４．気候変動適応計画とは 

気候変動適応法（平成３０年法律第５０号）に基づき策定する計画で、地球温暖化に起因する気候変動（豪

雨や干ばつ、台風の大型化など）と、その影響（洪水、渇水、海面上昇、生態系の破壊など）に対応するための

施策を展開する計画です。 

 

５．本計画の位置づけ 

次図に示すとおり本計画は、本市の最上位計画である「コンパクトシティ蕨 将来ビジョン」の下位計画とし、

環境分野に関する総括的な計画として位置づけます。環境に関する幅広い分野で展開される各種事業や施

策・取組を環境面から望ましい方向へ誘導する性格を有しています。 

なお、本市の他の計画とも調整・整合を図ります。 
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図 1 本計画の位置づけ 

 

６．本計画の構成（案） 

本計画の構成は、次図に示すとおりを予定しています。なお、審議会や庁内連絡会等からのご意見等によ

り構成に変更が生じる場合があります。 

 

図 2 本計画の構成（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

根拠法令 

第３次蕨市環境基本計画 

【内包】 

 

 
蕨市地球温暖化対策実行計画（区域施策編） 

蕨市気候変動適応計画 

下位計画 

蕨市環境基本条例 

地球温暖化対策の推進に関する法律 

気候変動適応法 

『コンパクトシティ蕨』将来ビジョン 

１． 計画の基本的事項 

２． 本市の概況 

３． 環境像と環境目標 

４． 施策の展開 

５． 地球温暖化対策実行計画 

（区域施策編）・気候変動適応計画 

６． 計画の推進体制と進行管理 

計画策定の背景：環境問題と環境意識、国内外の動向など 

計画の目的：環境保全に関する指針となること 

計画の位置づけ：前掲参照 

計画の期間：１０年間（令和５年４月～令和１５年３月） 

計画の対象範囲：市全域 

計画の推進主体：市民、事業者、市 

【現計画】「みんなでつくる 人と自然が共生し、地球環境にや

さしい コンパクト・エコ・コミュニティ 『わらび』」（後掲参照） 

現状と課題 

環境施策と取組内容 

成果指標と個別目標 

各主体の取組 

実行計画の基本的事項 

計画の位置づけ 

気象（現状） 

温室効果ガス排出量（現状、将来予測、再エネポテンシャル） 

気候変動に関する予測（変動予測、影響予測） 

削減目標 

施策と取組内容 

社会的条件：人口･世帯、土地利用、産業構造など  
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７．望ましい環境像 

国内外の潮流を踏まえて次のとおり設定しました。 

 

 

 

 

８．施策の体系（案） 

施策の体系は、次図に示すとおりを予定しています。取組方針を１１から１２に区分し、喫緊のテーマとなりそ

うな順序で構成しています。 

（現行）「みんなでつくる 人と自然が共生し、地球環境にやさしい 

コンパクト・エコ・コミュニティ『わらび』」 

【①国内外の動向】 

・地球温暖化、循環型社会の形成、SDGs、気候変動、生物多様性 

【②市民の願い】 

・快適、清潔、美化、景観、心地よい、安全安心 

【③蕨らしさを生かす】 

・協働、コンパクトシティ、地域力 

 

・上記①②③を踏まえて考えられるキーワード 

「協働」「地球温暖化」「脱炭素」「持続可能」「未来」「快適」「共生」「コンパクトシティ」 

「清潔・美化」「緑」「利便性」「安全安心」 
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図 3 施策の体系（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【第三次計画】 

基本目標     取組方針            施策例 

【現計画】 

基本目標          取組方針 

みんなで保つ 

美しいまち 

１ 清潔で美しいまちを保

とう 

２ 放置自転車や違法駐車

をなくそう 

みんなで取り組む 

エコライフのまち 

３ 低炭素型のライフスタ

イルを実践しよう 

４ 自動車の利用を減らそう 

５ 循環型のライフスタイ

ルを実践しよう 

みんなで育む 

自然共生のまち 

６ 緑豊かな街並みをつく

ろう 

７ 郷土の自然を守り、呼

び戻そう 

みんなで守る 

安心な暮らしのまち 

８ きれいな空気・水を保

とう 

９ 静かで穏やかな環境を

保とう 

みんなで参加する 

ｴｺ・ｺﾐｭﾆﾃｨのまち 

１０ 環境について知り、

学ぼう 

１１ 協働の取組を広げよう 

みんなで実
現する脱炭
素社会のま
ち 

みんなでつ
くる資源循
環のまち 

みんなで守
る安心して
暮らせる快
適なまち 

みんなで育
む 人と緑が
共生できる
まち 

１ 省エネルギーの推進 
２ 再生可能エネルギーの利
活用 

３ 脱炭素社会にむけたまち
づくりの推進 

４ 気候変動に対する適応策
の推進 

５ ごみ減量化の推進 
６ 再使用と資源循環の推進 

７ 清潔で美しいまちづくり
の推進 

８ 暮らしやすい安心なまち
づくりの推進 

９  身近な緑と生き物の保全 
１０ 歴史・文化財の保護と活用 

住宅、事業所、公共施設における省エネル 
ギー建築物・設備の普及促進 

住宅、事業所、公共施設における再生可能 
エネルギー・蓄電システム・次世代エネルギ 
ーの導入促進 

環境負荷の少ない交通手段の利用促進 
気候変動に伴う自然災害への備えの拡充、 
健康被害対策の推進 など 

（地球温暖化対策実行計画（区域施策編）・気
候変動適応計画を第５章として掲載） 

家庭、事業所におけるごみ発生抑制の推進 
と普及啓発 

食品ロスの削減の推進と普及啓発 
分別収集の更なる徹底 
資源の有効利用の推進 など 
  
環境美化の推進 
ごみ出しルールの徹底、不法投棄対策 
公害防止と適正指導の推進 
災害に強いまちづくりの推進 など 

公共用地の緑の保全促進 
民有地の緑の保全促進 
生き物の生息場所の保全 
歴史的建造物を活用したまちづくり など 

各種環境情報の受発信の拡充 
環境に関するイベント、出前講座開催 
国、県、他自治体等との広域連携強化 
市民活動団体、事業者との連携強化 など 

みんなで進
める エコ・ 
コミュニティ
のまち 

１１ 環境教育・環境学習の
充実 

１２ パートナーシップの推進 


